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○議事日程〔 第４号 〕 

 令和６年12月18日（水曜日）午前10時０分 開議 

 ※開議宣告 

日程第１  第50号議案から第65号議案まで及び第

６号報告について委員長報告 

（質疑・討論・表決） 

日程第２  第66号議案上程 

（提案理由説明・質疑・討論・表決） 

 

○本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

○出席議員（16名） 

１ 番    野 﨑   良 

２  番  在 永   恵 

３  番    於 久 弘 治 

４  番  毛 利 洋 子 

５ 番   中 尾   勉 

６  番    井ノ口 憲 治 

７  番    阿 部 輝 之 

８ 番 土 谷 信 也 

９  番    成 重 博 文 

10  番    松 本 博 彰 

11  番    河  野  徳  久 

12  番    安  東  正  洋 

13  番    北 崎 安 行 

14  番    河  野  正  春 

15  番    菅    健 雄 

16  番   大  石  忠 昭 

 

○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長        大 塚 栄 彦 

次長兼議事係長    近 藤 浩 二 

総括主幹兼庶務係長    黒 田 祐 子 

主     幹        清 水 栄 二 

 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長    佐々木 敏 夫 

副  市  長        安 田 祐 一 

市参事兼総務課長      飯 沼 憲 一 

市参事兼企画情報課長    丸山野 幸 政 

 

 

市参事兼社会福祉課長   田 染 定 利 

市参事兼商工観光課長   河 野 真 一 

市参事兼消防長       友 久   優 

財 政 課 長        伊 藤 昭 弘 

地域活力創造課長       小 野 政 文 

税 務 課 長      瀬 々 信 吉 

市 民 課 長         黒 田 敏 信 

保 険 年 金 課 長   佐々木 真 治 

子 育 て 支 援 課 長    水 江 和 徳 

健 康 推 進 課 長     近 藤 直 樹 

人権啓発・部落差別解消推進課長 

     後 藤 史 明 

  環 境 課 長        塩 﨑 康 弘 

農 業 振 興 課 長         川 口 達 也 

耕 地 林 業 課 長     阿 部 博 幸 

農業地域支援室長       首 藤 賢 司 

建 設 課 長        馬 場 政 年 

都 市 建 築 課 長     近 藤 保 博 

上 下 水 道 課 長     遠 江 正 美 

地域総務二課長兼水産・地域産業課長 

船 木 靖 幸 

会計管理者兼会計課長    山 田 英 彦 

選挙管理委員会・監査委員事務局長 

              藤 重 深 雪 

農業委員会事務局長     田 中 良 久 

教育委員会 

教  育  長    河 野   潔 

教育総務課長兼地域総務一課長 

植 田 克 己 

文 化 財 室 長         河 野 典 之 

学 校 教 育 課 長   河 野 政 文 

総務課 課長補佐兼総務法規係長 

   矢 野 裕 治 

主任主査         日 浦 哲 司 

 

○議長（安東正洋君）  皆さん、おはようございま

す。 

これより本日の会議を開きます。 

○議長（安東正洋君）  日程第１、第50号議案から

第65号議案まで及び第６号報告を一括議題といたし

ます。 

 これより委員長の報告を求めます。 

総務委員長、菅 健雄君。 

令和６年第４回豊後高田市議会定例会会議録（第４号） 



12月 18日 

 - 53 - 

 

○総務委員長（菅 健雄君）  皆さんおはようござ

います。 

総務委員長報告をいたします。 

 去る12月12日、総務委員会を開会し、本会議から

付託されました議案４件と報告１件の審査を終了い

たしましたので、その結果を報告いたします。 

 第50号議案、令和６年豊後高田市一般会計補正予

算（第７号）のうち、本委員会に付託された部分で

すが、歳入予算の内容としては、繰入金、県支出金

などで財源措置されており、補正額は24億3,808万

6,000円の増額で、補正後の予算総額は218億7,349

万円となっています。 

 歳出予算の内容としては、総務費では、前年度決

算剰余金を財政調整基金に法定積立する経費及び将

来の公債費負担の軽減を図るため、地方公共団体金

融機構借上金の一部繰上償還をする費用などが計上

されています。 

 一般会計全体では、職員の人事異動及び給与改定

に伴う調整として、人件費に要する経費が増額され

ています。 

 次に、債務負担行為補正としては、市長選ポスター

掲示場設置・管理・撤去業務委託料の限度額の変更

を行っています。 

 次に、地方債補正では、学校給食施設等整備事業

ほか１件が追加され、森林環境保全整備事業ほか２

件の限度額の変更を行っています。 

 審査の中で、委員から、災害復旧費の補助金にお

ける国庫支出分と県支出分の区分の違いについての

質疑があり、執行部からは、違いは、国からの予算

の流れによるものである。農業系の予算では、ほと

んどが国の予算を県に一旦受け入れて、県から市に

配分される仕組みとなっているため県支出金となり、

公共土木施設災害などは、国から直接市に交付され

るので、国庫支出金となっているとの答弁がありま

した。 

 その他、今回の公債費元金償還により、約5,940

万円の財政負担の軽減があるとのことだが、過去、

佐々木市政において繰上償還した回数と影響額につ

いての質疑があり、執行部からは、平成29年、平成

30年、令和元年に、民間資金の約24億5,000万円を繰

上償還している。市の財政への影響額としては、約

１億4,000万円の将来の利子が軽減されたと記憶して

いるとの答弁がありました。 

 審査の結果、第50号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第60号議案、豊後高田市職員の給与に関する条例

等の一部改正については、国家公務員の給与に関す

る人事院勧告及び大分県人事委員会勧告等を勘案し、

一般職職員の給与並びに常勤特別職及び市議会議員

の期末手当等を改定するものです。 

 審査の中で、委員から、一般職職員の今回の改定

は、県の人事委員会勧告のとおりかとの質疑があり、

執行部からは、扶養手当を除き、給料表の改定は県

の勧告と全く同じであるとの答弁がありました。 

 本議案については、反対討論がありました。 

 審査の結果、第60号議案については、提案の趣旨

を認め、賛成多数により原案とおり可決すべきもの

と決しました。 

 第61号議案、豊後高田市会計年度任用職員の報酬

等に関する条例の一部改正については、国家公務員

の給与に関する人事院勧告及び大分県人事委員会勧

告等を勘案し、会計年度任用職員の期末手当の改定

及び勤勉手当の支給を新設するものです。 

 審査の中で、委員から、手当を遡及しなかった理

由についての質疑があり、執行部からは、理由は幾

つかあり、一つは大分県を含め19団体中５団体の実

施であること。 

次に、会計年度任用職員の中には扶養などの関係

で収入調整をしている方が多く、収入が途中で増え

ることを嫌がるケースが想定されること。 

次に、プラス改定ばかりではなくマイナス改定に

なる場合もあること。 

そのほか、国からの財源措置が不十分であること

も含め、慎重に検討しているためであるとの答弁が

ありました。 

 また、税控除などの影響を受けると思われる人数

についての質疑があり、執行部からは、会計年度任

用職員約170名中100名は超えると思われるとの答弁

がありました。 

本議案については、賛成討論がありました。 

 審査の結果、第61号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第62号議案、豊後高田市職員の退職手当に関する

条例の一部改正については、雇用保険法等の一部改

正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行う

ものです。 

 審査の結果、第62号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 第６号報告、令和６年度豊後高田市一般会計補正

予算（第６号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分ですが、地方自治法第179条第１項の規定に

基づき、10月９日付けで専決処分した補正予算のう

ち、台風10号で被災した農林水産施設及び公共土木

施設等の災害復旧を速やかに実施するための補正予

算の歳入並びに衆議院議員総選挙に係る補正予算の

歳入及び歳出であります。 

 財源については、県支出金等で措置されており、

補正額は３億6,401万3,000円の増額であります。 

 審査の中で、委員から、災害復旧事業での設計業

務委託料が２億円を超えているが、歳入の中で設計

料はどう見たらよいのかとの質疑があり、執行部か

らは、今回の農林水産業の施設の関係では、歳出の

委託料ベースの99％は国庫補助で措置される見込み

である。その補助残に９割の補助復旧事業債を充当

するので、市の負担はほとんどないと見込んでいる。 

 一方、農地分の実施設計については、国庫補助が

ないと見込んでおり、単独復旧事業ということで、

65％の充当率で起債を借りるように考えている。 

 なお、実施設計とは別に、災害の査定を受けるた

めに必要な簡易的な設計もあり、これについては２

分の１の国庫補助をもらう予定で予算計上している

との答弁がありました。 

 審査の結果、第６号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく承認すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会審査結果の報告を終わります。 

○議長（安東正洋君）  社会文教委員長、井ノ口憲

治君。 

○社会文教委員長（井ノ口憲治君）  社会文教委員

長報告をいたします。 

 去る12月13日、社会文教委員会を開会し、本会議

から付託されました議案９件と報告１件の審査を終

了いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 第50号議案、令和６年度豊後高田市一般会計補正

予算（第７号）のうち、本委員会に付託された部分

ですが、歳出予算の主な内容としては、総務費では、

令和５年度事業における国県支出金の精算償還金及

び自治会が防犯カメラを設置する経費に対する補助

に要する経費が計上されています。 

 民生費では、介護給付費に係る市の法定負担及び

令和５年度低所得者保険料軽減負担の確定に伴う精

算分に係る繰出金並びに障害者相談支援委託業務に

おいて、委託先である社会福祉法人に対し、過年度

消費税相当額等を補償する経費が計上されています。 

 教育費では、高田高校の希望する生徒に令和７年

４月から給食を提供するための調理機器等の整備に

要する経費などが計上されています。 

 災害復旧費では、台風10号で被災した文化財施設

などの災害復旧に要する経費が計上されています。 

 次に、債務負担行為補正では、生活支援ハウス指

定管理料ほか２件を追加しています。 

 審査の中で、委員から、高田高校給食提供事業に

おいて希望する生徒数の把握については、例えば、

アンケートを取り、事前に把握する必要があるので

はないかとの質疑があり、執行部からは、高校の生

徒全員が希望したとしても対応できるように準備し

ている。今後、高校側としっかり協議をして希望す

る食数を把握していきたいとの答弁がありました。 

 また、希望する生徒は、市内外在住を問わず、高

田高校の生徒が対象ということでよいかとの質疑が

あり、執行部からは、高田高校の魅力化事業であり、

他市在住の生徒にも提供できるよう準備していると

の答弁がありました。 

 審査の結果、第50号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第51号議案、令和６年度豊後高田市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）は、令和５年度に受け

入れた保険給付費等交付金に係る精算償還金などが

計上されています。 

 審査の結果、第51号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第52号議案、令和６年度豊後高田市介護保険特別

会計補正予算（第１号）は、過不足が生じる介護給

付費の調整に要する経費などが計上されています。 

 審査の結果、第52号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第54号議案、事務の委託の廃止に関する協議につ

いては、大分県内の市町との間における証明書等の

交付等に係る事務の相互の委託を令和８年３月31日

限りで廃止するものです。 

 審査の中で、委員から、他市の状況についての質

疑があり、執行部からは、協議会において12月議会

で市町が議会に諮り、サービスを終了することを申

し合わせているとの答弁がありました。 
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 審査の結果、第54号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第55号議案から第57号議案までの公の施設の指定

管理者の指定については、それぞれ、豊後高田市生

活支援ハウス、豊後高田市立デイサービスセンター

周防苑及び豊後高田市老人介護支援センターの設置

の目的を効果的に達成するため、当該公の施設の管

理を行わせる指定管理者を指定するものです。 

 審査の中で、委員から、生活支援ハウスの定員に

ついての質疑があり、執行部からは、緊急避難用に

確保している１部屋を含め、居室として21人が収容

できるとの答弁がありました。 

 審査の結果、第55号議案から第57号議案までにつ

いては、提案の趣旨を認め、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 第63号議案、豊後高田市生活支援ハウス条例の一

部改正については、介護保険法の一部改正に伴い、

所要の規定の整備を行うものです。 

 審査の結果、第63号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第64号議案、豊後高田市立デイサービスセンター

条例の一部改正については、介護保険法の一部改正

及び介護事業の見直しに伴い、所要の規定の整備を

行うものです。 

 審査の結果、第64号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第６号報告、令和６年度豊後高田市一般会計補正

予算（第６号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分は、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、10月９日付けで専決処分をした補正予算の歳出

のうち、台風10号で住宅を被災した方への支援金の

増額及び災害ごみの処分に係る予算であります。 

 審査の中で、委員から、床上浸水の件数と多かっ

た地区についての質疑があり、執行部からは、11月

末現在で、災害被災者住宅再建支援事業の支援金対

象世帯では、床上浸水が５件、半壊が17件であり、

対象所帯では香々地地域、続いて、田染地域が多かっ

たとの答弁がありました。 

また、今回の災害ごみで多かったものについての

質疑があり、執行部からは、量として最も多かった

のはプラスチック類で、廃プラスチックが約10.7ト

ン、その他は畳など。それ以外ではリサイクルされ

る廃家電が103台あったとの答弁がありました。 

 審査の結果、第６号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく承認すべきものと決しました。 

 以上で、社会文教委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（安東正洋君）  産業建設委員長、土谷信也

君。 

○産業建設委員長（土谷信也君）  産業建設委員長

報告をいたします。 

 去る12月16日、産業建設委員会を開会し、本会議

から付託されました議案５件と報告１件の審査を終

了いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 第50号議案、令和６年度豊高田市一般会計補正予

算（第７号）のうち、本委員会に付託された部分で

すが、歳出予算の主な内容としては、総務費では、

令和５年度で受け入れた大分県最適土地利用対策事

業費補助金返還金が計上されています。 

 衛生費では、水道事業における人事異動等に伴う

調整に要する経費が計上されております。 

 農林水産業費では、令和６年度野菜価格安定対策

事業資金造成に関わる市負担金などが計上されてい

ます。 

 災害復旧費では、台風10号で被災した農林水産施

設及び公共土木施設などの災害復旧に要する経費が

計上されています。 

 次に、債務負担行為補正では、真玉海岸観光交流

拠点施設指定管理料ほか１件を追加しています。 

 審査の中で、委員から、指定園芸品目価格安定対

策事業について、この赤字補填は民間に出荷したり、

個人で販売する場合は対象外かとの質疑があり、執

行部からは、この赤字補填についてはＪＡを通じて

の共同販売が対象なので、民間に出荷したり、個人

で販売する場合は対象外であるとの答弁がありまし

た。 

 審査の結果、第50号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第53号議案、令和６年度豊後高田市水道事業会計

補正予算（第１号）は、給与改定などに伴う人件費

の調整などを行うものです。 

 審査の結果、第53号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第58号議案及び第59号議案の公の施設の指定管理
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者の指定については、それぞれ豊後高田市真玉海岸

観光交流拠点施設及び豊後高田市長崎鼻デジタル

アートギャラリーの設置の目的を効果的に達成する

ため、当該公の施設の管理を行わせる指定管理者を

指定するものです。 

 審査の中で、委員から、長崎鼻デジタルアートギャ

ラリーの指定管理の業務内容についての質疑があり、

執行部からは、施設の運営管理に関わる全般であり、

主な業務は受付、運営業務、施設の清掃であるとの

答弁がありました。 

 また、審査の中で、委員から、年間の入館者数に

ついての質疑があり、執行部からは、令和２年度は

年度中途でのオープンのため1,935人、令和４年度が

4,096人、令和５年度が3,362人であるとの答弁があ

りました。 

 審査の結果、第58号議案及び第59号議案について

は、提案の趣旨を認め、全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 第65号議案、豊後高田市公共下水道条例の一部改

正については、下水道法施行令の一部改正等に伴い、

所要の規定の整備を行うものです。 

 審査の結果、第65号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第６号報告、令和６年度豊後高田市一般会計補正

予算（第６号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分は、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、10月９日付けで専決処分した補正予算の歳出の

うち、台風10号で被災した農林水産施設及び公共土

木施設等の災害復旧に係る予算であります。 

 審査の結果、第６号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。 

 以上で、産業建設委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（安東正洋君）  以上で、委員長の報告を終

わります。 

 これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑

に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  質疑なしと認め、質疑を終

結いたします。 

 これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許します。 

16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  皆さん、おはようございま

す。日本共産党の大石忠昭です。 

 私は、第50号議案、第61号議案に賛成、第60号議

案に反対討論をいたします。 

最初は、第50号議案、一般会計の補正予算につい

てであります。 

 今回の補正額は約24億円ですが、私が賛成する理

由の一つは、台風10号による被害を受けたこの災害

復旧事業費13億円については、早急に事業実施をし

ていただいたからであります。緊急を要する災害に

よる土砂の撤去の委託料とか、また、災害現場の測

量設計費、また、小規模災害の補助金などについて

は、既に今年の10月６日付けで市長の専決処分で補

正予算がとおりまして、もう既に事業実施をされて

おりますが、今回は台風10号による道路や河川や農

地や農業施設、それからさらに、夷谷の市指定文化

財の石橋の復旧など、この災害復旧工事費が主な予

算で13億円ですので、私も議案質疑をしまして、な

るべく早期に着工・完成させると。業者についても

地元業者を優先して、やっぱりこれで仕事をやって

もらうということが必要でありますので賛成するも

のであります。 

 さらに、今回、新たな問題で市長がこれまで借り

ております借金、いわゆる市債ですね、この高い利

息のものを今回は、約７億5,000万円の繰上げをする

予算が提案されました。その財源については、これ

までため込んでおります基金の中、いわゆる借りる

借金の利息と貸している基金については利息の差が

大幅に違うんですが、その分を取り壊して繰上償還

をすると。そのことによって、今回分だけでも償還

の利息分が約6,000万円節約をされる――軽減される

ことになります。先ほどの総務委員長からの報告で

お分かりのように、これまで、佐々木市長に代わり

まして、既に３回同じような繰上償還を実施をして

きました。今回４回分を合計しますと、この繰上償

還によって約２億円の利子の償還が節約できる――

軽減できると。このことも高く私は評価するもので

あります。 

 さらに、今回は約２億円を財政調整基金に積み立

てる予算が提案されておりますが、これは、地方税

法に基づいて、昨年度の一般会計の収支決算に基づ

いて、いわゆる収支額、黒字額の半分を今回は基金

に積み立てるものであります。 

 さらに、来年４月から新規事業として、高田高校
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の希望する生徒に給食を提供することになりますが、

そのために、今回は食器や機材など、給食センター

の経費を補正予算化するものであります。 

 高田高校の給食費無償化については、保護者の負

担軽減やあるいはいろいろと弁当を作る手間暇の軽

減など、これは、大事な問題でありますので賛成す

るものです。 

 最後に、人事院勧告と県人事委員会勧告に基づい

て、職員の給与や手当を改定する追加補正でありま

すので、当然、このような市民の暮らしを守る予算

についてでありますので、賛成するものであります。 

 次は、第61号議案、会計年度任用職員の報酬に関

する条例の一部改正についてであります。 

 市役所では、2019年度までは正規職員とは別に臨

時職員がいましたが、2020年度から地方公務員法や

地方自治法が改正をされました。それに伴いまして、

新設された非常勤職員制度、いわゆる会計年度任用

職員制度が実施をされ、本市でも、その職員が採用

されて５年が経過をしようとしています。 

 臨時職員の時代には、期末手当はありませんでし

たが、会計年度任用職員に変わりましてからは、期

末手当は支給されることになりました。 

 国のほうは、国家公務員の非常勤職員の実態調査

にこのたび初めて乗り出しまして、全国の、特に会

計年度任用職員の給与の実態、待遇の実態も明らか

になり、改定する必要を認めました。そして、法律

を改正をしまして、2023年度からは会計年度任用職

員についても、いわゆる常勤職員と同じように勤勉

手当の制度を導入すると。同時に常勤職員と同じよ

うに賃金や手当の改定がされたらば、４月に遡って、

いわゆる遡及をするということが決まり、全国の自

治体に通知をされています。その通知を受けて、全

国の多くの自治体では、2023年度から勤勉手当の支

給が始まりました。 

そして、給与や手当の遡及も実施をされています

が、残念ながら、その残念ながらの前ですが、私は

昨年の12月議会でこの問題を取り上げまして、本市

における会計年度任用職員の待遇改善について３点

の質問をいたしました。それ以来、一般質問や議案

質疑、総務委員会などで繰り返し、この国の通達や

国会での論戦の模様なども紹介をして、会計年度任

用職員の手当を常勤職員の改訂に準じて遡及するこ

と、また、勤勉手当についても2024年度から実施す

ることを求めて論戦をしてまいりました。 

 しかし、残念ながら、この豊後高田の実態は、全

国では遅れていますが、大分県の中でも遅れた状況

です。勤勉手当は初年度はこの2024年度なんですけ

れども、県内ではほとんどのところで実施をいたし

ましたが、豊後高田と国東と臼杵、津久見、４市だ

けが実施をしないために、大分合同新聞の一面トッ

プ記事で４段抜きで報道されました。このおかげも

ありまして、世論の高まりの中でとうとうこの４市

についても、この１年遅れ、来年度から勤勉手当が

実施をされることになりました。今回はそのための

条例改正が一つです。 

 本市では、賃金や手当の遡及については、残念な

がらまだ実施をされておりませんけれども、今回、

１年遅れでようやく会計年度任用職員の勤勉手当を

支給率2.1か月分、いわゆる正規職員と同率で25年度

から支給する改定議案が提案されておりますので、

これ、一歩前進でありますので、この議案に賛成を

いたします。 

 引き続き、会計年度任用職員については、給与や

手当についても常勤職員の改定に準じて、遡及する

ことを求めて討論とします。 

 次は第60号議案についてであります。 

この議案は、人事院勧告及び大分県人事委員会勧

告を勘案しまして、一般職員の給与を引き上げる。

そして、期末手当、勤勉手当を引き上げる改正、そ

れが１つ。 

 ２つは、市長など特別職、３つは市議会議員の期

末手当の引上げ、この条例上では、３つの条例の一

部を改正する議案であります。 

市民が物価高騰で暮らしが大変なのは実質賃金が

30年間上がっていないからです。世界各国の賃金に

比べて、日本の賃金はあまりにも低過ぎることが社

会問題になってまいりました。国会でも繰り返し議

論をされてきました。ようやく国も賃金引上げで、

僅かですけれども財政措置をはじめ、何よりも労働

組合の運動も盛り上がりまして政治を動かし、民間

企業で働く労働者の賃金アップが大幅に行われまし

た。それに伴い、人事院勧告も大幅な改定がされま

した。これは、当然のことであります。 

国や地方自治体で働く公務員の賃上げは国や自治

体で率先して引き上げるべきであります。日本共産

党は、市職員の給与や手当の引上げ、それは、職員

の暮らしを守るだけではない。地域の経済の活性化

に影響を与えるものであり、当然、賛成であります。 

 しかし、この議案については、先ほども言いまし

たように、あと２つの条例改正議案が含まれており
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ます。その１つが、市長と副市長、教育長の期末手

当の引上げ、もう１つが、市議会議員の期末手当の

引上げについてであります。期末手当の引上げは、

改定率は0.05か月分で、職員と同率の引上げの条例

改正となっています。 

 こういう状況の中で――こういう状況というのは、

市民は物価高騰が続いて本当に厳しい暮らし、経営

を強いられている状況です。そういう状況の中で、

市長など、三役の報酬は高くて、議長や副議長、市

会議員の報酬も今年の４月から一律月５万円引き上

げたばかりであります。それに伴って、また期末手

当の引上げは市民の理解を得られないと思いますの

で、私はこの市三役や市議会議員の期末手当の引上

げの一部条例改正には反対するものであります。 

議員各位のご賛同を求めて討論を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（安東正洋君）  以上で、通告による討論は

終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 ただいまから採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

お手元に配付してあります採決表の一括採決する

もののうち、反対のありました第60号議案を除く各

議案は、委員長の報告のとおり決することにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  ご異議なしと認めます。 

よって、採決表の一括採決するもののうち、反対

のありました第60号議案を除く各議案は、委員長の

報告のとおり決定いたしました。 

 次に、反対のありました第60号議案について、起

立により採決いたします。 

議席に設置されている可否いずれかのボタンを押

した後、問題を可とする者は起立をしてください。 

 第60号議案は、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長（安東正洋君）  起立多数であります。 

よって、第60号議案は委員長の報告のとおり決定

いたしました。 

○議長（安東正洋君）  日程第２、第66号議案を議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  提案理由のご説明を申し

上げます。 

 第66号議案の令和６年度一般会計補正予算（第８

号）につきましては、２億8,038万7,000円の増額で、

補正後の予算総額は221億5,387万7,000円となります。 

 補正予算の内容につきましては、物価高騰の影響

を受ける低所得世帯への支援でございまして、国が

実施する住民税非課税世帯に１世帯当たり３万円の

給付金の支給並びにその子育て世帯については、子

ども加算として子ども１人当たり２万円を加算する

もので、加えて、本市独自で住民税均等割のみ課税

世帯とその子育て世帯にも同様に支給するよう拡充

を行うものでございます。議決をいただけましたら、

早期に支給できるよう準備を進めてまいりたいと考

えております。 

 さらに、地域経済の活性化及び物価高騰への対策

として、第９弾となる本市独自のプレミアム商品券

事業を実施するもので、前回、過去最大として実施

した４億5,500万円と同規模の商品券を発行するもの

でございます。このプレミアム商品券は日常生活の

あらゆる分野で使用でき、地域経済の活性化にはと

ても有効な手法であると考えております。これまで

も、コロナ禍での生活支援や物価高騰などへの対策

として、第１弾から第８弾となる商品券を発行して

おり、今回の第９弾を合わせますと発行総額は29億

9,000万円となります。前回と同様に30％のプレミア

ムをつけ、市民の皆様の支援と地域経済の循環を促

進してまいりたいと考えております。 

 また、プレミアム商品券の発行に当たりましては、

その準備に一定の期間が必要となりますが、議決を

いただけましたら早期に準備を行い、来年の２月か

ら販売できるよう進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 特に２月は、冬枯れと言われ、商店などでは客足

が遠のき、不景気となる時期でもあり、このプレミ

アム商品券により誘客促進にも寄与できるものと考

えております。 

何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（安東正洋君）  お諮りいたします。 

本案については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第66号議案につきましては、委員会の付

託を省略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭です。

ただいま、市長から追加提案されました第66号議 

案、一般会計の補正予算案について質疑をいたしま 

す。 

 １、２、３、４とやったほうが再質疑の関係でい

いですね。 

 それでは、最初は、社会福祉課に関係する非課税

世帯プラス均等割世帯に対する３万円の給付金と、

それから子ども１人２万円のことについてです。 

 その１つの質疑は、市のほうで対象者は掌握でき

ていると思うんですけれども、事務手続が職員につ

いても、職員の事務が簡素化できる、あるいは確認

通知書などをもらった対象者においても簡単に返信

できるようなですね。なるべく簡素化できるように

してもらったらと思うんですが、今までも同じよう

なこういう事業をやられてきましたが、今回につい

てはどう考えておるのかね。 

 それから、２つ目は、今、市長の提案理由を聞き

まして、なるべく早く支給できるように今日議決を

されたら準備をするということで、それぞれよその

市町村についても議会最終日に同じように補正予算

を提案するようでありますけれども、これまでの実

績では、豊後高田は大分県で一番早く実施してきま

した。あるいは支給率についても、ほとんど全員が

支給を受けるという結果になっておりましてね。そ

れは、担当課の職員の努力も大きいと思いまして評

価をいたしますが、今回もなるべく早く実施をして

もらいたいんですが、今回の事務のスケジュールに

ついて、市民に分かるように、私たちも市議会議員

ですので分かるように説明をしていただいたらとい

うのが２つ目です。 

 それから、３つ目の質疑は、プレミアム商品券の

ことですが、１つは、財源について見ますと、国庫

負担と一般財源がほぼ半分ほどになっているんです

けれども、財源説明をしていただきたい。これまで

の例を見ましたら、県からの助成があったこともあ

る、なかったこともある。あるいは、丸々、市の財

源を活用したこともある。今度の財源措置について、

市民に分かるように説明をしてもらいたい。 

 ２つ目はですね、この事業の――今回は４億5,500

万の事業なんですけれども、活用できる対象者の見

込みはどういうように理解をしたらいいのかね。そ

れから、この予算でいったら、限度額などあるんで

すけれども、どれくらいがプレミアム商品券を活用

できるんかなあと。その想定見込額、見込人数です

ね。 

それから、今が４つ目の質疑でしょ、今度は５つ

目の質疑が、今の市長の説明では、２月から発売開

始を目指したいということなんですけれども、上限

数がね、これまでも４億5,500万円の時がありました

わね。その時でも、いわゆる地域限定版が８枚で、

全店共通券が５枚でしたね。これと同じ方法なのか

どうかも非常に注目されることでありますので説明

をしてもらいたい。 

 それから、６番目は取扱店についてです。 

今回で９弾目になるんです。これは、大分県内で

も、やはり佐々木市長だからこそできたと思うんで

す。９回目のね、今回も30％の４億5,500万の事業な

んですけれどね。これによって、私の記憶では本当

に単なる商店街の商品券を売り出すことに比べたら

ですね、全然差が大きいんですよね。大きいですね。  

最近では360店程度の時もあったんですけれども、

実際に、一番最近の例の実績に基づいて今回の取扱

店をどれくらい見るのかね。なるべく広く、手数料

も特別に徴収することではないようですので、広く

事業者がこのプレミアム商品券を活用していただい

たら商店街の商店の振興にもつながると思いますの

で、その辺はどうなのか。 

 ７番目の質疑は、活用期間の問題です。 

２月から発売したら、いつから実際には活用する

のか。前回、ちょっと短か過ぎたという意見もある

んです。金額が大きいもんだからね。その辺もです

ね――これはここで決めることではなくて、この実

行委員会に事務委託をして、実行委員会の中で議論

があって決まることだと思うんですけれども、これ

は、市長の考え方でいつ頃まで使えるのか。前回と

同じ方法なのか。今度はこう改善するかというのも

注目の的でありますので、その辺も含めて、今、何

点か質疑をした中で、私の質疑になかった内容で、

市民に説明したほうがよい事業概要ですね。この７

番目に言いたいのは事業概要についてね。いろいろ

なことを言いましたけれども、私が、いわゆる質疑

し足らない分についても市民に分かるように７つ目
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については。 

 最後に８つ目の質疑で終わりますが、今回のプレ

ミアム商品券を実施をすることによって――第９弾

目なんですけれども、そのことによってどういう事

業効果があるのかね。これも市民に分かるように明

らかにしてもらいたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼社会福祉課長、田

染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

低所得者への給付事業のうち、今後の事務手続につ

いて、そして、今後の支給スケジュールについての

ご質疑にお答えをいたします。 

 まず、新聞などの報道でもご存じのとおり、昨日

ですね、国において本事業に係る地方交付金の補正

予算が議決をされたところでありまして、現時点で

はなかなか具体的な実施要領、それから、Ｑ＆Ａな

どが手元にまだ届いておりません。よってですね、

確定的なことは申し上げられませんけれども、私ど

もの想定をしている範囲と申しますか、昨年の12月

に同様の取組の事業を行っておりますので、そういっ

たものと見込んでのお話とさせていただく、ご答弁

とさせていただきたいと思いますのでご了承いただ

きたいと思います。 

 昨年も同時期にですね、同様の事業がございまし

て、私どもといたしましては、こういった物価高騰

の折でございますので、早期に市民の方に支給がで

きるよう、今回、追加提案とさせていただいたとこ

ろでございます。よって、議決をいただいた後、早

期実施に向け準備を本格的に進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 具体的には、前回までの支援金と同様にですね、

プッシュ式と呼ばれる手法を用いて支給対象世帯の

うち、世帯状況等に変化のない世帯や既に口座情報

のある方については、今回の支援金の支給通知をで

すね、年内に送付できるよう事務を進めてまいりた

いと考えております。 

 その後ですね、口座情報の変更や辞退の申出等の

期間、一定期間を設けまして、来年の１月の下旬、

できるだけ早い時期にですね、支給を開始できれば

というふうに考えております 。 

 なお、前回の支援金の基準日以降、当市に転入を

された世帯でありますとか、世帯員の状況に変更が

あった世帯につきましては、順次ですね、確認書を

お送りさせていただきます。確認書等に記載をいた

だきまして、ご返送をいただき、うちが受付をした

後にですね、順次支給をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

第66号議案、令和６年度豊後高田市一般会計補正予

算（第８号）についてのご質疑のうち、プレミアム

商品券事業についてお答えいたします。 

 先ほど、市長からの提案理由説明の中にもありま

したように、物価高騰対策及び地域経済の活性化、

そして、消費が滞る２月の冬枯れ対策として過去最

大でありました前回と同様にプレミアム付き商品券

を発行するものでございます。 

 プレミアム率は30％で、１冊１万3,000円分の商品

券を１万円で３万5,000冊販売する予定でございまし

て、発行総額は４億5,500万円と前回と同様の内容を

予定しております。 

 今後のスケジュールでございますが、本日、追加

補正予算案をご決定していただいた後、関係機関と

実行委員会――実は今日の夕方、実行委員会を開催

予定でございます。その実行委員会で事業の詳細を

固めまして、早急に実施できるように準備を進めて

まいりたいと思います。 

 したがいまして、現時点ではあくまでも予定でご

ざいますが、年内に事前の予約申込書を配布し、ネッ

トとはがきによる予約受付を開始、そして、２月中

旬に販売を開始する予定としております。 

 次に、買える対象者ですが、これも前回と同様で、

市民の方と市内に通勤している方を予定しておりま

す。ちなみに、前回は全部で8,930人の方が購入され

ております。そして内訳――地域限定券、共通券の

内訳ですが、これもやはり地域経済の経済循環のた

め重視していますので、地域限定券が８枚、共通券

が５枚と合計13枚、これも前回と同様を予定してお

ります。 

 次に、使える店でございますが、これは前回の例

を申し上げますと331店舗。前回は331店舗ですので、

今回もその同等と思っております。そして、使える

期間でございますが、やはり地域経済の消費拡大で

すんで、あまり長く引っ張られると効果が薄れてき

ますんで、これも前回と同様に２月発売から４月末

ぐらいになるのではないかというふうに思われます。 

 事業効果ですが、冒頭にも申し上げましたとおり、
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物価高騰の対策と、あとは冬枯れの時期でもありま

すし、市内での消費拡大、地域経済の経済循環の促

進を目指すものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  それでは、私からプレ

ミアム商品券の財源についてご説明申し上げます。 

 今回、プレミアム商品券に対する財源といたしま

しては、国庫支出金として6,111万1,000円を計上さ

せていただいております。こちらは、昨日、国のほ

うで補正予算が可決された重点支援地方交付金のう

ち、推奨事業メニュー分を予定しております。 

 今回、本市に配分見込が8,800万円と見込んでおる

ところであります。そのうち、6,111万1,000円をこ

のプレミアム商品券事業費第９弾に充てる予定とし

ております。ちなみに、プレミアム商品券の県の補

助、第７弾までございました県の補助は今のところ

ありませんので、こちらには計上してございません。 

 先ほどの8,800万円の推奨事業メニュー分の残りは

と申しますと、事業一覧でいう１番の物価高騰の緊

急支援金事業費、本市独自で拡大いたしました均等

割のみ課税世帯に対する支援に、残りの2,688万9,000

円を活用させていただくものでございます。 

以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  それでは、再質疑に入りま

す。 

 最初は、今、社会福祉課長から説明がありまして、

私は理解できるんですけれども、もう少し聞きたい

のはですね、市民の皆さんが分かるように一言で言

うならば、いわゆる口座の変更とか、あるいは所得

の変更もなくて、今までどおり非課税世帯について、

あるいは住民税均等割世帯については、全く変更な

ければ今までどおりだから、確認書を送るから、そ

の時に――もう何もしなくて、その人の分について

は何もしなくていいですよと。心配要りませんよと。

で、変更のある方については、確認書を送るから、

その確認書で口座番号が違えばチェックするしね、

あるいは、実は均等割になっているけど、いや、均

等割じゃない、非課税だというところもあるかもし

れんわね。 

そういうことで確認をするということで、もう少

しね、住民の皆さんはこういうことを気をつけても

らいたいと。そういう確認を、郵送した場合に返信

がなければいつまでたっても支給されませんよとい

うことをちょっとこの場で徹底していかないとね。

そこが、今、大事な点なんですよ。 

 それから、対象については、豊後高田市に住民基

本台帳がある方ですが、その時にですね、何日から

――移住者がおりますね。移住者については何日に

移住した方が対象なんですよということも明確にし

ていないと、電話でいろいろトラブルがあったら職

員の皆さんも大変だと思うのでね、その辺はどうな

んでしょうか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼社会福祉課長、田

染定利君。 

○市参事兼社会福祉課長（田染定利君）  それでは、

再質疑にお答えをさせていただきます。 

 まず、基準日でございますが、今のところ12月13

日を想定しておりますが、まだ正式な通知をいただ

いておりませんので、これも、一応、現時点でとい

うことでご承知おきいただきたいというふうに思い

ます。 

 その後にお送りいたします支給通知書もしくは確

認書のほうに決定した基準日は記載させていただき

ますので、ご確認をいただければというふうに思っ

ております。 

 それから、手続についての再質疑でございますけ

れども、基本的には私どもからお送りする通知と申

しますか、お手紙のほうは２種類ございます。 

１つが、先ほど申し上げました支援金の支給通知

書、これは、既にもう受給が確定をしている方と申

しますか、過去に口座をお届けいただいていたり、

基準日現在、前回の支給世帯の状況と変更のない方

でございますので、この中には世帯主のお名前、そ

れから、振込の口座番号、それから、今回１世帯当

たり３万円、そして、その世帯に属する子どもさん

お１人当たり２万円という額の合計の金額を記載を

しております。よってですね、例えば、別の口座に

変えたいとか、記載している内容、例えば、加算が

多いとか少ないとかですね、確認をしていただいて、

特に辞退等の申出がなければですね、そのままにし

ていただければ、私どものほうで１月下旬の一斉の

振込日のほうで、そこに記載された口座へ相当する

金額を振込させていただくということになりますの

で、特別な手続の必要はございません。 

 それからですね、確認書というものをお送りさせ

ていただく方については、基準日において本市に住

所は有するものの、私どものほうに振込口座の情報

がないとか、１月１日現在の令和６年度の住民税の
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課税基準日において、住所がなかったためにですね、

他市において課税をされている方で、課税状況等が

不明な方について、この確認書というものを送らせ

ていただきます。中には、手続の方法を詳しく書い

ておりますので、また、ご確認をいただきたいと思

いますけれども、そういった方については、この確

認書に必要な書類、添付書類等を同封していただい

てご返送をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  あとですね。残り時間、有

効に使いたいので、次に行きます。 

 プレミアム商品券の財源内訳についても、財政課

長の説明で理解できるんですけれども、昨日、国会

で可決された補正予算のうちでですね、今回の特別

交付税については、推奨分で、今のところ予算では

8,800万円なんですけれども、もうこれで終わりなの

か、まだこれよりも増える見込みがあるのかどうか

お尋ねします。 

○議長（安東正洋君）  財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  再質疑にお答えさせて

いただきます。 

昨日、国のほうで可決された補正予算、推奨事業

メニュー分として6,000億円というふうに承知してお

りますけれども、今回、本市で計上しております8,800

万円は、その6,000億円に対するものということで、

今のところ、それ以上に追加が来るとは想定をして

おりません。 

 以上でございます。 

○16番（大石忠昭君）  分かりました。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  じゃあ、４番目のこの事業

の対象見込や購入見込について、先ほどの課長の説

明での8,930という数字は、８回目の実績ということ

でいいんですかね。今回で実際に一番聞きたいとこ

ろは、この上限が４セット分で計算してみてですね、

あるいは、前回と同じ金額なんだけども、前回の実

績から見たら、実質、豊後高田市民については何人

ぐらいが活用できるのか。 

それから、豊後高田市に働いている人が何人ぐら

いと、これまでの実績から見て想定できるか明らか

にしてもらえませんか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

プレミアム商品券に係る再質疑にお答えいたします。 

 対象者ですが、前回の実績を申し上げますと、購

入された方が8,930人でございます。そのうち、市内

の方が8,752人で、市外の方が178人、パーセンテー

ジで言いますと、市内の方が98％で、市外の方は２％

というような状況になっておりますので、今回も同

じような状況ではないかというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  取扱いをする店舗について

は、前回の実績から見て、今回はこれ以上増えるこ

とが見込まれると思いますか、もうこれぐらい、前

回と同じぐらいだと思いますか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

プレミアム商品券に係る再々質疑にお答えいたしま

す。 

 先ほども申し上げましたように、前回の実績で言

いますと331店舗で、ほとんど市内の小売店・飲食店

からいろいろ網羅しておりまして、今回も同じとは

思いますが、前回、なかった店とかですね、新規に

オープンした店とかあると思いますんで、これは商

工会議所のほうで、また、実行委員会のほうで加盟

店を募集いたしますので、前回よりは若干増えるん

じゃないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  まだ30分あるからね。そう

すると、この事業の具体的な問題で、活用期間につ

いてですね、２月から発売するんだけども、まだ実

行委員会を今日開いて、今日で検討するそうなんで

すけれども、一応、前回と比べてみて、ちょっと活

用期間を延ばしたほうが、市民についてはですね、

喜んでもらえるんじゃないかと思いますし、それか

ら、券については、前回は１枚が1,000円券で1,300

枚までの買物ができる券でしたわね。市商店街がこ

れまで発行している商品券では500円券だったんです

よ。今度のプレミアム商品券でも県内では500円のと

ころがありますわね、何点か。 

買えない方々の理由の一つがあるんですよ。もう

なかなか、それは１万円がた出せば１万3,000円買物

ができるけれども、実際は600円か700円の買物をす
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るんでも、1,000円券を使おうとしたら、もう一品買

い添えないかんということでね、もう大変だから、

もう生活ぎりぎりなんだからということで、500円券

があったら私たちも３割のプレミアムがつけばそれ

はやりたいと、こういう声があるんですよ。 

前回も同じような質議をしたことがあるんですけ

どね。前回ではやっぱり事務費がかかると言われま

したね、事務費がかかると。500円券と1,000円券で

全体から見て、事務費って、そげえ何百万円もかか

らないと思うしね。やっぱり経済効果を上げていく

ためにはね、幅広い方々もやっぱり広く――今のと

ころは、先ほど、実績の人数を言われましたけども、

これパーセントでいったら市民の何％になりますか。

市外の方は僅か２％と言われましたけど、全市民か

ら見たらね、市民のパーセントは半分、大幅以下な

んですよね。半分以下の人しか３割のプレミアムが

つかないんですよね。恩恵を受けることができない

でしょ。 

同じ、金額は４億4,500万円がた買物できますよと

言ってもね、１億5,500万円のプレミアムをつけるん

ですけどね。これが半分以下の人しか利用できない

ということでしょ。だから、私は４セットというよ

りは３セットか２セットに変えてですね、それより

は広いほうが経済効果は大きい。市民の物価対策効

果につながると思うんだけど、この辺がね、今日の

実行委員会で検討してもらいたいんだけども、500

円券にすることと上限については４万円あったら１

人１万2,000円のプレミアムがつくんですよ。１人１

万2,000円つくんだけど、いわゆる半分以上の方々は

１万2,000円どころか、ゼロなんですよ。ゼロ円にな

るでしょ。 

 それを見てですね、今度の場合、私は財源問題で

分かるようにですね、全額国庫負担ではないんです

よね。それは、私は国の通達を持って読んでますけ

れども、国の推奨事業の中にはこれをね、こういう

事業に使いなさいよということで、今度については

灯油の値上がり問題が大きい問題だから、灯油につ

いてもいいですよということで、灯油を支給すると

ころもかなりありますわね。いろんな形で使ってい

るんですよ。学校給食費に使うとか、あるいは油が

上がったためにですね、その油を使っている、これ

までやったらタクシー業者から農林水産業者まで支

援をしました。風呂の業者までしましたわね。そう

いうことでも、何でも市の実情を見て使えというこ

となんだけど、今度の場合は３割のプレミアムをつ

けるんですよ。しかし、それでも足らないんですよ

ね。足らない分は一般財源から半分、約6,000万円持

つわけでしょ。こういうことになっているんですよ。 

 だから、これも国からの金だから勝手に使えばい

いじゃないんですよ。国の分も足らないで市のため

込んでいる金を6,000万円使うんだから、これが市民

の半分以下しか使えないということになるとね、やっ

ぱり使えるように対象を広げるということは――３

割のプレミアムでいいと思うんですけれども、上限

を半分の6,000円、プレミアム分は6,000円の上限に

するとね。それと券を500円券に切り替えて、今まで

よりも改定をしてですね、そうすると多くの方が利

用できるんじゃないかと思う。その辺の検討する余

地がありますか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

プレミアム商品券の再々質疑にお答えいたしたいと

思います。 

 上限、これも実行委員会で詳細は今日決まってく

ると思うんですが、前回の例で言いますと１人４万

円まで、４冊までということになっています。これ

はですね、上限でありますんで、中には前回も１セッ

トのみ、１万円のみを購入された方もかなりいらっ

しゃいました。 

 前回ですね、一次販売で売れ残った分は二次販売

ということを行いまして、最終的には99.99％が販売

したというような実績もありまして、希望される方

にはほぼ行き渡るんではないかというふうに思って

います。 

 500円券の問題ですが、やはりですね、これは物価

高騰ともう一つは地域内の消費喚起という、経済循

環の促進という面もありますので、もう一つ何か、

ついでといいますか、一つ多く買ってもらって地域

で消費をしてもらおうと、そういう意味もあります

ので、やっぱり1,000円券で行くんじゃないかなと思

われます。 

 それと、幅広い――前回もですね、ガソリン代と

かガス料金とか、いろいろ幅広く使えますので、今

回も農協さんを含めて生活のあらゆる場で活用でき

ると思いますので、ぜひ市内の経済循環も含めてご

活用いただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  事業の具体的内容の７項目
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の再々質疑ね、この問題でね。 

商工観光課長ですから、やっぱり事業者の面に立

つと思うんですけどね。その立場から見れば、そりゃ

1,000円券でなるべく大勢の方が多額の金額で消費し

てもらいたいという気持ちは分かりますよ。しかし、

私なんかは豊後高田市の市議会議員ですからね、業

者のことも守りたい。しかし、市民のこの――これ

だけ物価高騰が続いている中でね、年金は安い、給

料もなかなか思うように上がらないという中で、市

民の暮らしを守るためにも私たちは議員として頑張

ることが求められているんですよ。それで、いろん

な市民の意見を聞いてみましたらね、やっぱり500

円券にしてくれという人多いですよ。かなりの人か

らあります。そういうことで買わないという人があ

りますね。 

 それから、もう一個あるのは、今、言うたごと、

期間の問題ですよ、期間の問題もこの間に消費して

しまわないかんから、どうしても無駄遣いになるか

らね、それができないと。だから、もうちょっと延

ばしてくれと。そうすると、３割負担でありがたい

んだけど、延ばしてくれという声があるんですよ。

こういう声に応えるのがね、やっぱり佐々木市長、

市政の仕事じゃありませんか。実行委員会で決める

ことやけどね、実行委員のメンバーもそれは事業関

係者が主でしょ、市民代表が入っているということ

ではないでしょ。事業者だけでしょ、主に。 

 だから、事業者ならば、なるべくそれは事務を扱っ

ているところ、なおさらじゃわ。販売期間が短いほ

どいいと、短い期間で早く売れたほうがいいという

ことになりますよ。市民から見れば、やっぱりなる

べく自分のお金を出せば、３割得するんならば使い

たいんだけども短期間に無駄使いになったらいかん

という気持ちがあります。ここを考慮して考えるの

が私たちの市政の役割と思うんですよ。市長、そう

思いませんか。 

だからね、今回、大分県中調べてみてもこんなね、

その豊後――人口２万足らずのところで４億円を超

えるような、第９弾のプレミアム商品券を出すとこ

ろは、高田だけなんですよね、そうでしょ。私はこ

のプレミアム商品券に反対しとるんじゃないんです。

これによって多くの人が恩恵を被ってもらいたい、

物価対策になってもらいたい。この前の数字はあな

た答弁しなかったけどね、8,930人というのは、そう

でしょ、半分以下でしょ、４割以下になるかね、４

割以下になると思うんですよ、私の暗算ではね。４

割以下の人しか、今回で言ったら、今回だけでも１

億500万円ですよ、１億500万円は４割以下しか使え

ないでしょ。だから、その分を私が言っているよう

に、事業を前回と違って発展させると、事業内容を

改革できないかと。まだ決まっていないんだから、

決まった後に言っているんじゃないからね、事業内

容は、今日の実行委員会でも大いに議論をしてです

ね、変えてもらいたいと思いますがどうでしょうか。 

 もう一回、前回のコロナ禍の一つは、事業内容の

ことでは、活用の時期についてもね、延ばしてもら

いたいと思うが、その辺をあなた自身の気持ちでも

いいし、そういう気持ちを伝えないと。業者につい

ては、早いほど得なんだから、それでなくて市民の

立場に立てば、長く使えるようにしてもらいたいと

思いますが、その辺どうでしょうか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

プレミアム商品券の再々質疑にお答えいたします。 

 商品券の500円券の問題と利用期間の延長と言いま

すか、前回より延ばすというご要望につきましては、

先ほど言いましたように、今日、実行委員会があり

ますので、そういった要望があったということを議

案と言いますか、そういう事項を検討課題として提

案していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今度は８点質疑しているん

だけど、８点目のね、最後の項目の再質疑をいたし

ます。 

それは、事業効果の問題の質疑です。 

課長からは２つの点が言われましたけどね、２つ

の点なんだけど、１つの点の問題ね、物価高騰で物

価高騰対策なんですよ。国の重点支援の交付金につ

いてもね、国の文書を読み直してみても、これだけ

物価高騰があるから国のほうが何らかの支援をしよ

うということで、第１項目めのその非課税世帯ね、

その他それに準じて使ってもいいですよという問題

とね、今度の推奨事業についても、やはり市の実情

に合って使えとなっているわけですよ、物価対策と

してね。豊後高田の場合の市の実情に合って使うも

のは２種類だけでしょ。２種類だけなんですよね。

それは均等割世帯に対する３万円と子どもの２万円

の問題とこのプレミアム商品券の問題ですね。とこ

ろが、プレミアム商品券の財政的に見て分かるよう
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にね、１億500万円のプレミアムをつけるんですよ、

その他、事務費がかかるんだけどね、その分につい

てはね、国からの推奨事業については半分しか使え

ないんですよ。半分しかないんです、足らないんで

すよ。あと半額については一般財源、いわゆる基金

を取り壊して使うわけでしょ。そうしますと、やは

りこの物価高で困っている市民の皆さんに広く活用

せないかんわけでしょ。 

ところが、今までの前回の実績を見ても8,930人し

か使えてないちゅうことでしょ。今度も同じことに

なったらね、もう本当に広く言うなら半分以下の人

は、いくら国のほうが物価対策でこれを市民の実情

に合わせて使いなさいと言ってですよ、市長の権限

でそのうちのこれも僅かですけれども、約800世帯で

すけれども、３万円と２万円はね、使うことになっ

たんですよ。だけど、商品券については、大分県で

初めてやるけれどもね、この分は半分しかないんで

すよ。あと半分は一般財源でしょ。そこ分かってい

るでしょ。事業効果ということになったら、一般財

源を使うんだから、やっぱり基本的には広く――市

長はいつも公平というのは広くだということでやっ

てきたでしょ。思い出してもらいたいんですよ。市

長は、全世帯に２万円分のお買物券を交付したこと

もありますね。 

 それからもう一つはですね、ちょうど今度も市長

選挙の前なんですけど、前回の市長選挙の前の３月

議会にはね、やはり全市民を対象にしてですね、１

人5,000円のお買物券、それと65歳以上と障がい者に

ついては、2,500円を追加したこの事業をやっている

んですよ。併せてプレミアム商品券の事業をやって

おります。両方やったんですよ。その時に市長が説

明したのは、コロナや物価高から市民の暮らしを守

るためなんだと。佐々木市長しかできんことと私は

評価しましたよ、賛成しましたよ、それ。そして、

その時もね、今回ほど４億円じゃなくて、２億円の

プレミアム商品券だったと思いますよ、４年前はね。

そうでしょ、それをやったんです、両方やったんで

す。これならプレミアム商品券を買えない方につい

ても、お買物券が5,000円、高齢者や障がい者につい

ては7,500円を、どんな手続もしなくてももらえたん

ですよ。これならね、本当に事業効果があると思い

ます。 

 しかし、今度の場合ね、私はこれ反対はしません、

これはこれでいいんですよ。だから、いいと思うん

だけど、事業効果を上げるためにはね、このプレミ

アム商品券は２月から販売なんだから、市長、まあ

３月議会にね、やっぱり考えて、同じような形でせ

めて市民１人に5,000円でもいいからね、お買物券―

―高齢者や障がい者に対しては7,500円でなおいいと

思うんですけどね、その額を私が決めるものではあ

りませんが、何らかの形で、今まで実績あるんだか

ら、前回の市長選挙前にこれやったんだからね、こ

れをやったらね、そのためには、財政調整基金を今

回また２億円積み立てるんですからね、その金があ

りますからね、その金のほんの一部を使えばいいわ

けで、でないと今回も半分以下の方については３割

プレミアム、それも１億500万円ですよ、そのうちの

ね、約6,000万円は一般財源から使うんですよ。無理

な話でしょ。あとの人たちは何も恩恵がないってい

うのはおかしいから、本当に事業効果ということな

らば、そういう前回の例があるんで、今回そういう

検討はできないのか、市長、これ検討課題なんです

よ。そうしたほうが、佐々木はすごいねと――ほと

んど無投票で当選できると私も想定しておりますけ

どね、想定できてもやっぱり、次にもやっぱり佐々

木市長３期目当選して市民のためにやってくれたな

あ、いいなあと言える、名誉市民に推薦されて銅像

も立ててもらったらなおいいと思うんですよ。 

そのためにも、今までの例からいっても、今度ね、

これだけね、国から出た特別重点交付金の中の推奨

事業というのは、地域の実情に合ってやれと、これ

までの経験も生かせと。これに今回はプレミアム商

品券を県下でやらないことを４億円やるわけですよ

ね、大型のプレミアム付き商品券ですよ。そのうち

半分はですよ、半分は一般財源で出すということに

なるとね、それが半分以下の人しか利用できないと

いうのが、実績から見ても今度も想定できるでしょ。

それでは不十分だと思うんですよ、国のほうもそう

ですよね。それはこれだけ組んだけど、まだ金額が

少ないんですよ。豊後高田に約8,000万円しか来ない

というのも少ないですよ。軍事費はどうですか。8,000

億円を超えるような軍事費を組みながらね、この分

については、豊後高田については約8,000万円しか来

ないというのはおかしいと思いませんか。 

でも、市は、前年度も黒字決算でね、２億円を積

み立てるんだから、利用できなかった、いわゆるプ

レミアム商品券を購入できなかった方についてのみ、

１人5,000円でもですね、市がお買物券を出すように

すればね、それは物価対策につながりますよ。同時

に市内の商店での限られたところで買うんですから
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ね、商品券で買うんですから、商店街の振興にも大

きくつながるからね、やっぱり３月に向けてそうい

う検討はできないか質疑いたします。（８番（土谷信

也君） 議長、議事進行） 

○議長（安東正洋君） はい。 

○８番（土谷信也君） 今の質疑は、議案質疑から

外れちょらせんですか。 

○議長（安東正洋君）  脱線していますね。はい、

分かりました。大石議員注意しておきます。 

○16番（大石忠昭君）  脱線してるってなんですか。 

○議長（安東正洋君）  軍事費まで出てきたからで

すね。 

回答は、答弁者は。 

財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  ご答弁申し上げます。 

 今回ご提案させていただいておりますプレミアム

商品券は、先ほど市長から答弁もありましたように、

食料品などをはじめ、ガソリンや灯油など生活のあ

らゆる分野で使用ができまして、とても有効な手法

であるということでご提案申し上げております。ぜ

ひ皆さんにはご利用いただきたいというふうに考え

ております。 

 なお、財政調整基金を使ってというようなお話で

ございますけれども、今回は国の重点支援地方交付

金があったからこそ、こういう事業をご提案できて

いるわけでございまして、基金のみの財源で市の独

自の支援といったものをするというのは大変困難で

あるというふうに考えております。基金については、

今後の財政の備えとすることを基本に考えておると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  脱線したと言うけれどもね、

私は商工観光課長に答弁求めたつもりです。商工観

光課長の答弁ないでいいですかね。 

どこが脱線したって言うんですか。 

○議長（安東正洋君）  提案理由の説明に対して、

軍事費まで出した質疑はしないほうがよかったんで

はなかろうかなと、私はそのように思います。 

○16番（大石忠昭君）  軍事費を出したことが、軍

事費まで出さんでいいんじゃないかちいうことです

か。 

○議長（安東正洋君）  はい。 

○16番（大石忠昭君）  それは、それについて答え

よと言ったんじゃないですよ、今。軍事費について

どう思うかち質疑したんなら問題じゃけど、そんな

質疑してないですよ、そんな質疑は。 

○議長（安東正洋君）  軍事費は何ぼあるが、これ

は少ないじゃねえかとか言よるじゃないですか。 

○16番（大石忠昭君）  国が少ないち言よるわけや。 

○議長（安東正洋君）  それは、ここが国じゃあり

ませんので、豊後高田市議会でございますので、ご

了承願います。 

執行部は、もう答弁はありませんか。 

もう執行部としては答弁はないようでございます。 

○16番（大石忠昭君）  いいですか。 

今、土谷議員――土谷議員と言えば議長経験者な

んですよ。私の質疑に、やっぱり、その議案質疑で

はない一般質問的なものではないかとあって、議長

も脱線しとるんじゃないかと言われていましたけど

ね。それならそれで議長は注意する必要があるんで

すよね。議長が注意することについては、注意権が

あります、私は、そのことは認めるんですけど、元

議長がね、議席からもうやじでしょ、やじというの

はやっぱりね、（発言する者あり）やっぱり市民から

聞いたら聞き苦しいですよ。やっぱり次の選挙に響

くと思いますよ。そのことを述べておきます。 

私もね、市民の代表の一人です。今回の選挙は、

断トツトップ当選をしております。私はその責任を

感じてもですね、やっぱり堂々と自分の質疑時間を

生かしてね、市民の暮らしを守るだけじゃない、物

価高でね、事業所についても大変なんですよ。商工

観光課長としての事業実績、この事業効果について

は答弁があったでしょ。だけどね、商工観光課とい

う課はね、ただ商店街だけじゃないんですよ、もっ

ともっと農業振興課長などと連携をしてですね、こ

れだけ来た、約8,000万円来たお金についてもね、こ

れは市の実情から見るならば、うちはこんなにもあっ

たら大変だから、４億円の事業じゃなくて２億円で

もいいよと、あんた方要らんかえというような、要

は連携を取らないといかんと思うんですよ。大分県

でやっていないことをやるんだからでも、というこ

とじゃないでしょ。だけども、今度やることによっ

て、どういうことかっていったら、事業効果がね、

本当の事業効果なんですかと。商店街についてはい

いですよ、プレミアム商品券の販売額が多ければ多

いほどがいい、それは分かっているんですよ。ほじゃ

けどね、それだけでいいんですかと。あとのところ

は使わないんですよ、使うのは、言うたけど、プレ

ミアム商品券と市民税の非課税世帯の分の３万円と
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２万円だけなんです、豊後高田については。よそを

調べてごらんなさい。よそはいろんなものをするん

ですよ。国の通達見てください、いろいろやってい

るんですよ。豊後高田はいろいろないじゃないです

か。だからね、もうこれを使うことに私は反対と言っ

ているんじゃないんですよ。使う以上は、もっと広

く使えるように、先ほどから言っているように、上

限を半分にするとかね、あるいは券を500円券に変え

るとかいう提案をしているでしょ。私は反対してい

るんじゃないですよ。この予算に反対しているんじゃ

ないんです。そういうようにもっと有効活用すれば、

広い皆さんが恩恵を受けるんじゃないかという立場

から質疑しておるんですよ。それをそういうことで

実行委員会に提案するとなったから一歩前進ですよ。

そのことを聞いているんです。 

今度も新しく言っている問題はね、今までの実績

があるから、お買物券は２回やっているでしょ、市

長ね。１回目は全世帯に２万円やったんですよ。そ

の次はね、１人5,000円、高齢者や障がい者について

は7,500円のお買物券をやったんです。そして、同時

に、お買物券と同時に商品券を発売したんです。だ

から商品券買えなくてもお買物券でお年寄りは7,500

円買えたんです。7,500円プレミアが付いたのと同じ

なんですよね。しかし、その時は全市民の対象にや

りました。今度私が言っているのは、全市民を対象

にすれば一定の予算がかかるけれども、今度の分は

ね、買えなかった人についてもやるということなら

ば、今度の事業をやることによって大きなね、事業

効果が出るんじゃないかと、物価高でね。だから、

それを、今、やらんという結論でなくてもいいから、

３月議会に向けて、市長、検討できませんかという

のは、これはね、議案質疑の範囲内だと思いますよ。

それを検討できるかどうか答えてください。 

 もうちょっと時間がありますから言いますけども、

事業効果の問題って言っていますからね。 

なぜね、私が、２回質疑したけれども、前回の質

疑の対象人員についてあったけど、全市民から見た

ら何パーセントかちゅう回答がないんですよ。私は

ちょっと計算機見たら、計算機持ってきてなくて、

持ってなかったのでできないけどね。だから私は半

数以下、半数以下と言うから、半数以下の人たちが、

今回で限って言うならば、１億500万円恩恵を受ける

んですよ。それは半数以下でしょ。恐らく６割を超

える方は、いくらこの事業をやってみても事業効果

がないんですよ、市民から見れば。物価高騰で苦し

んでおって、わざわざ国から来て8,000万円来たんじゃ

けども、そのうちでね、足らなくて、その金が足ら

なくて、市民の一般財源からもつのに一般財源をもっ

て、一般財源を利用できるのも約４割台の人だけで

しょ。あとの人は使えないんですよ。だからそれを

使えるようにするためにはね、次の新しい事業をや

るということと、私が言っているように500円券や上

限を変えることによって、大きく利用者が増えるん

じゃないかと思うが、その辺、商工観光課長として

どう思いますか。今日の実行委員会で頑張ってもら

いたいんでね、その辺どうか。 

それから、市長についてはね、３月議会に向けて、

今まで実績あるんですからね、その辺のことをやる

という検討はできませんか。検討した結果できない

ならできないということもありますからね。（「議案

質疑じゃないじゃないか」と発言する者あり） 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  プレミア

ム商品券についての再々質疑にお答えいたします。 

 割合ですね、市民に対しての割合ですが、大体40％

ちょっとというような、市内で言えばそのくらいの

割合になろうかと思います。 

 今回ですね、プレミアム商品券とは別に、先ほど

社会福祉課のほうからありました、１世帯当たり非

課税世帯に３万円、子どもは１人当たり一、二万円

という加算がありますんで、そちらの支援金も使っ

て、プレミアム商品券を買っていただければという

ふうに思います。 

 以上でございます。（○16番（大石忠昭君）  市長

はありませんか。返答する用意はありませんか） 

 （「そら、議案質疑じゃないわな」と発言する者あ

り） 

 （「答える必要もねえ。やじじゃないですよ、私が

言ったのは」と発言する者あり） 

○議長（安東正洋君）  もう大石議員、自席にお戻

りください。 

○16番（大石忠昭君）  ないならないって言っても

らいたいんです。 

○議長（安東正洋君）  いやいや、もうこれは議案

質疑じゃないように思いますので、要望だと思いま

すので。 

○16番（大石忠昭君）  議長、いいですか。議事進

行について。 
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今も土谷元議長がね、私の言っているのがやじじゃ

ないですと言うんだけど、議長の許可を得らんでの

発言は、やじと言うんじゃないですか。 

○議長（安東正洋君）  先ほどのはですね、議事進

行についてという話がございました。よって、私は

脱線しておるなというふうに思いますと言ったんで

すね。 

もう自席へお戻りください。また、ほかに答えま

すので。 

○16番（大石忠昭君）  議事進行として扱ってない、

やじじゃなかったんですか、あれは。議長、やじじゃ

なかったんですか。やじじゃないよと言ってね、元

議長が言っているから言っているんです。これはや

じでしょ。議長の許可を取らないで発言するという

のはやじなんですよ...。 

○議長（安東正洋君）  それぞれの思いで聞いておっ

てください。 

○16番（大石忠昭君）  議長どうですか。 

○議長（安東正洋君）  それぞれの思いで聞いておっ

てください。 

○16番（大石忠昭君）  議長の権限があってその辺

の見解が言えないんですか。 

○議長（安東正洋君）  自席にお戻りください。 

○16番（大石忠昭君）  戻れって言われなくても戻

りますよ。議長はその見解も言えないんですか。 

○議長（安東正洋君）  何ぼでも言えます。 

○16番（大石忠昭君）  ん。 

○議長（安東正洋君）  何ぼでも言えます。それぞ

れの立場で聞き取ってくださいと言いよるじゃない

ですか。 

○16番（大石忠昭君）  やじですかちゅうことを聞

いている。 

○議長（安東正洋君）  それぞれの立場で考えてく

ださいと言いよるじゃないですか。 

○16番（大石忠昭君）  やじかどうか、それぞれの

立場で考えるの。 

○議長（安東正洋君）  二つに一つじゃないですよ。

三つも四つも考え方があるかと思います。聞く人に

よっては。 

○16番（大石忠昭君）  発言は、議長の許可を取っ

てやるんじゃないですか。 

○議長（安東正洋君）  え、あんたは何ち言よるん

ですか。 

○16番（大石忠昭君）  そうじゃないんですかっち

いうことを聞いているんですよ。 

○議長（安東正洋君）  あなたは１対１で話しよる

じゃないですか。 

○16番（大石忠昭君）  それを言わないから聞いて

いるんです。 

○議長（安東正洋君）  あなたは手を挙げんで、私

に言いよるように質疑しよるじゃないですか。 

○16番（大石忠昭君）  答えがないから言っている

んですよ。 

○議長（安東正洋君）  え。 

○16番（大石忠昭君）  手を挙げたら、発言させる

んですか。 

○議長（安東正洋君）  はい、時間が来ましたので、

質疑は終結いたします。 

○16番（大石忠昭君）  帰ります。議長もはっきり

してくださいよ。そんなのね、議長、最後まで続け

てもらったらいいと思うんですよ、それぐらい。終

わり。 

○議長（安東正洋君）  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭です。 

 追加提案されました第66号議案、一般会計の補正

予算について賛成討論をいたします。 

 市長から提案理由説明がありまして、それを受け

まして、私も今、全部で８点の質疑をいたしました。

一部、元議長たる者からのいろいろとやじが飛びま

したけれども、それでもびくともせずに堂々と質疑

を約１時間行いました。その結果、私は、その答弁

を聞いた市民の皆さんは、市長の提案理由説明の中

身について、もっと詳細に理解をすることができた

んではないかと思っております。 

 私は、日本共産党の議員でありまして、何よりも

市民の利益第一を貫いて、これまで発言の場を生か

して、市民のために議論をしたつもりです。今回の

補正予算についても、私は国の通達を――２種類来

ておりますが、２種類ともよく読んでの質疑です。

それから見てね、この問題は、推奨事業については

ですね、やっぱり市長が市民の実態を見て、どうい

う事業をやるのか、補正予算を組んで、議決を得て、

なるべく早くこの物価対策に応えて、執行してもら

いたいという通達に応えて、補正予算を最終日に提
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案したということはね、立派ですよ。評価しており

ますし、中身についてもね、全額使っただけじゃな

くて、さらに約6,000万円上乗せをして使うんですよ。

だけども、そのことによって、恩恵を被る方につい

ては、約４割ちょっとの計算になるんですよね、こ

のプレミアム商品券については。だからそれ以外に

ついては、住民税均等割のみ課税世帯約800世帯につ

いてもね、非課税世帯に準じて３万円を支給する予

算、その子どもについてもね、２万円を支給する予

算でありますから、そういうものは評価をいたしま

す。 

プレミアム商品券についても、大分県の中で豊後

高田が第９弾目をやるということにも評価します。

さらに、それで恩恵を被らない方についてはね、来

年３月の議会で、新たに商品券の買い求めができな

かった方については、１人5,000円でもね、お買物券

を支給したらなおいいなと思って、そういうつもり

で議論をしましたが、今回は国から交付される重点

交付金をまるまる活用する補正予算でありますので、

なるべく早期にこの事業を実施することを求めて、

また、いろいろと提案をしておりますが、商品券に

ついても、今日午後からの実行委員会で前向きに議

論をしていただくことも要望しまして、この第66号

議案の賛成といたします。 

皆さんのご賛同をお願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（安東正洋君）  ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 これより第66号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安東正洋君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第66号議案は、原案のとおり可決されま

した。 

○議長（安東正洋君） 以上で、本定例会に付議さ

れました案件の審議は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和６年第４回豊後高田市議

会定例会を閉会いたします。 

お疲れでございました。 

午前11時59分 閉会 
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